
公立大学法人神戸市看護大学教員活動評価規程施行細則の一部を改正する細則をここに公布する。 

2025年３月31日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学細則第20号 

公立大学法人神戸市看護大学教員活動評価規程施行細則（2021年12月20日細則第５号）の一部改正。 

（改正前） （改正後） 

活動（改善計画書の提出） （活動改善計画書の提出） 

第７条  規程第 24条の２第１項の規定に基づき活動の課題お

よび活動改善計画を提出しようとするときは，様式第７号に

よる活動改善計画書を学長に提出するものとする。 

第７条  規程第 24条の２第１項の規定に基づき活動の課題お

よび活動改善計画を提出しようとするときは，様式第７号に

よる活動改善計画書を学長に提出するものとする。 

（人事委員会による許可） 

第８条  規程第 25条第２項の規定に基づき人事委員会の許可

を得ようとするときは，様式第８号による教員活動評価結果

使用申請書を人事委員会委員長宛に提出するものとする。 

２ 規程第25条第２項の規定に基づく人事委員会の許可は，使

用目的及び成果が大学全体の利益となるものに対して様式

第８号により行うものとする。 

３ 人事委員会は，前項の許可により教員活動評価結果を開示

する際は，使用目的を達成できない場合を除き，個人を特定

できる情報を削除することとする。 

（人事委員会による許可） 

第８条  規程第 25条第２項の規定に基づき人事委員会の許可

を得ようとするときは，様式第８号による教員活動評価結果

使用申請書を人事委員会委員長宛に提出するものとする。 

２ 規程第25条第２項の規定に基づく人事委員会の許可は，使

用目的及び成果が大学全体の利益となるものに対して様式

第８号により行うものとする。 

３ 人事委員会は，前項の許可により教員活動評価結果を開示

する際は，使用目的を達成できない場合を除き，個人を特定

できる情報を削除することとする。 

（施行細則の委任） （施行細則の委任） 

第７条 この細則の施行に関し，必要な事項は学長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（改正前） （改正後） 

様式第４号（第５条関係） 
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細則の施行に関し，必要な事項は学長が定める。 



（改正前） （改正後） 

様式第７号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第７条関係） 

 

 



（改正前） （改正後） 

様式第８号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第８条関係） 

 

 



附 則   

 この細則は，2025年４月１日から施行する。 


